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目

次

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
要
措
置
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
洗
足
一
丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三
　
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置
　
地
下
水
の

水
質
の
測
定

告
　
　
　
示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

○
都
道
の
区
域
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…	

五

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

八

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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別 図

　　北 　　北
起点① 起点②

　 52度26分24秒 　 56度0分41秒

調査対象地 起点①は、目黒区洗足一丁目1277番70の最北端とする。
単位区画 起点②は、目黒区洗足一丁目1277番72の最北端とする。
筆境界
要措置区域
（令和4年東京都告示第1045号に
　より指定した区域）
要措置区域 起点① 52度26分24秒
（この告示により指定する区域） 起点② 56度0分41秒

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北
方向に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で
引いた線により構成されている格子を、起点を中心
として、右回りに回転させた角度を示す。

1277番70目黒区洗足

一丁目1277番71
目黒区洗足一丁目

1277番72

【凡例】 【起点】

【格子の回転角度】

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
南
千
住

六
丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化

合
物
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別図

【起点】
起点は、荒川区南千住六丁目１番33の
最北端とする。

【格子の回転角度】
21度30分1秒
格子の回転角度は、起点を通り、東西方向
及び南北方向に引いた線並びにこれらと平
行して10ｍ間隔で引いた線により構成され
ている格子を、起点を中心として、右回りに
回転させた角度を示す。

【凡例】

　　　　　　　　　単位区画

　　　　　　　　　調査対象地

　　　　　　　　　筆境界

　　　　　　　　　形質変更時要届出区域

荒荒川川区区南南千千住住六六丁丁目目11番番8800

11番番9988

11番番7777

11番番1100

11番番7766

起点

21度30分1秒北

11番番
8811

11番番3333

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
八
十
五
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
関
屋

町
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　
土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
五
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
本
羽
田
三

丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　
土
壌
汚
染
の
除
去

国

起点

【凡例】

置皿 指定を解除する区域

【起点】

起点は、 足立区千住関屋町45番23の最北端とする。

四
瓢

形質変更時要届出区域
（令和5年東京都告示第1085号
により指定した区域）

形質変更時要届出区域
（令和6年東京都告示第105号
により指定した区域）

単位区画

筆境界

調査対象地

【格子の回転角度(86度3分1秒）】

格子の回転角度は、 起点を通り、 東西方向及び南北方向に引いた線並び
にこれらと平行して10m間隔で引いた線により構成されている格子を、
起点を中心として、 右回りに回転させた角度を示す。
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

及
び
第
四
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

路
線
名

北
品
川
四
谷

二

変
更
の
区
間

港
区
港
南
二
丁
目
十
番
三
十
三
地
内
か
ら
同
所

同
番
百
七
十
三
地
先
ま
で

三

立
体
的
区
域

の
区
間

港
区
港
南
二
丁
目
十
番
三
十
三
地
先
か
ら
同
所

同
番
百
七
十
三
地
先
ま
で

四

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

85度14分38秒
起点

北

大田区本羽田三丁目300番20

別図

単位区画

【凡 例】

筆境界

指定を解除する区域

【起 点】

起点は、大田区本羽田三丁目300番20の

最北端とする。

【格子の回転角度（85度14分38秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びに

これらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成されている格子を、　　　　　　　

起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

敷地境界

300番24

300番25

300番38
300番39

300番28

300番41

300番40
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町
台

川

白金台

二丁目

高輪三丁目

高輪四丁目

白金台
一丁目

東五反田
三丁目

し
な
が
わ

東五反田
四丁目

高
輪
二
丁
目

一
般
国
道
十
五
号

等々力線

三
田
四
丁
目

一
般
国
道
一
号

白金二丁目
高
輪
一
丁
目

品川区

港区

至
新
橋

都
道
白
金

谷品

高

至
田
町

至
大
崎

至
横
浜

至
麻
布
台

至
虎
ノ
門

至
横
浜

都

麻

区域変更箇所

道北都

至
目
黒

北品川
六丁目

港
南
二
丁
目

新
芝
運
河

都
道
日
本
橋
芝
浦
大
森
線

げ
ー
と
う
ぇ
い

港
南
四
丁
目

高
浜
運
河

天王洲運河

四 線

港
南
一
丁
目

線

芝
浦
四
丁
目

三
田
三
丁
目

至
新
橋

至港南

布

輪

道

至
勝
島

北品川
四丁目

北品川一丁目

た
か
な
わ

都道品川埠頭線

Ｊ
Ｒ
山
手
線

至
新
橋

都
道
日
本
橋
芝
浦
大
森
線

港南
三丁目

至
勝
島

芝
浦
運
河

●●

別　

図

面

積　
　

四

一

・

〇

八

平

方

メ

ー

ト

ル

延

長　
　

　

七

・

〇

四

メ

ー

ト

ル

編
入
区
域

特
別
区
道

都　
　

道

港
区
港
南
二
丁
目
地
内

都
道
北
品
川
四
谷
線
区
域
変
更
略
図

一
般
国
道

至
恵
比
寿

港南二丁目

港南一丁目

2
5.
62

5.89

7.
54

6.
38

一
〇
の
一
七
三

一
〇
の
三
三

一
〇
の
一
七
四

一
〇
の
一

港 区

編
入
立
体
的
区
域

至恵比寿

至港南都道北品川四谷線

●●

面

積　

七

六

六

・

七

〇

平

方

メ

ー

ト

ル

延

長　
　

三

四

・

八

八

メ

ー

ト

ル
3
2.
0
4

東
海
道
新
幹
線

至
新
横
浜

至
東
京

環状六号線

都道

39
.
02

一
〇
の
八

6.
78
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

路
線
名

鮫
洲
大
山

二

変
更
の
区
間

豊
島
区
要
町
三
丁
目
四
十
七
番
四
地
先
か
ら
同

所
四
十
四
番
十
八
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

向原二丁目

ひがしながさき

えこだ

小竹町二丁目

都
道
環
状
六
号
線

都
道
鮫
洲
大
山
線

都道
池袋谷原線

西
武
池
袋
線

千早四丁目

千早三丁目 千早二丁目

長崎四丁目

長崎三丁目
長崎二丁目

千早一丁目

要町一丁目

要町二丁目

千川二丁目

千川一丁目

高松一丁目

高松二丁目

高松三丁目

幸町

大山西町

大谷口二丁目

大谷口上町

大谷口北町小茂根二丁目

小茂根一丁目

小茂根四丁目

向原三丁目

向原一丁目

小竹町一丁目

旭丘二丁目

長崎六丁目

長崎五丁目

南長崎六丁目

南長崎五丁目

西池袋四丁目
西落合四丁目

江原町一丁目

江原町三丁目

要町三丁目

至
中
野

都
道
環
状
七
号
線

至豊玉北

至
熊
野
町

至桜台

至
豊
玉
北

至
上
十
条

至
大
山
町

都道
千代田

練馬
田無線

至豊玉北

都
道
椎
名
町
上
石
神
井
線

西池袋五丁目

池袋三丁目

至氷川台

豊島区

板橋区

練馬区

中野区

新宿区 至池袋

都道池袋谷原線

旭丘一丁目

大谷口一丁目

至
飯
田
橋

長崎一丁目

西池袋三丁目

至西池袋

別

図

都

道

編
入
区
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
六
月
十
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名
　
　

西
東
京
市
保
谷
町
四
丁
目
千
三
百

六
十
八
番
一
の
一
部
（
第
一
工

区
）

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
十
六

番
二
号

野
村
不
動
産
株
式
会
社

　
代
表
取
締
役
　
松
尾
　
大
作


